
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和７年２月１０日（月）午後３時００分～午後３時２０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１２名） 

農業委員 

１番 大森 憲一 

２番 山岡 知博 

３番 弓野 良子 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

11番 中野 義博 

12番 清水 正雄 

13番 大森 裕一 

14番 石原 孝之 

 

４ 本委員会に欠席した委員（２名） 

農業委員 

７番 折谷 秀幸 

10番 清水 智也 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  佐渡 譲 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農用地利用集積計画の決定の件 

  （２）議案第２号  農用地利用配分計画の決定の件 

（３）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、２月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、２月の農業委員会会議を開催いたします。 



はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１２番 清水 正雄 委員、１４番  

石原 孝之 委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第２号「農用地利用配分計画 

の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、１ページをご覧ください。 

         議案第１号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、８ページをご覧ください。 

         議案第２号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

         ３ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は２件となり、 

        田：２筆：１３，０１０．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         借り手の○○○○○○○○○○○さんにつきましては、山崎地区の山王地内におい

て畜産をされている○ ○○さんが山崎地区の認定農業者である○○ ○○さんから

第三者継承により、法人として農業に新規参入されるものです。 

         続きまして、４ページをご覧ください。 

         農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、２件、１３，０１０．００㎡、新規設定となっ 

ております。 

 続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

 借り手、貸し手 計各２件、１３，０１０．００㎡、相対契約であります。 

 町外の借り手は、０件、０．００㎡、町外の貸し手は、０件、０．００㎡、全て町 

内の方で、町内各地区分は、表のとおりとなっております。 

         続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

         ６ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は３件となり、 

田：９筆：２０，６２２．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、７ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳です。 

６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、５，８０５．００㎡、再設定と 

なっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、２件、１４，８１７．００㎡、全て新規設定と 



なっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各３件、２０，６２２．００㎡のうち、借り手は全て公社にな 

っております。 

         町外の貸し手は、０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内各地区分は、表のとお

りとなっております。  

         続けて配分計画についてですが、１２ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は３７件となり、 

        田：７５筆：１４８，７６８．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         次に、１３ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、３０件、９１，４５７．００㎡、全て再設定とな 

っております。 

 ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、４件、３６，６８９．００㎡、全て再設 

定となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、５，８０５．００㎡、再設定と 

なっております。 

 １０年以上の借り手及び貸し手が、２件、１４，８１７．００㎡、全て新規設定と 

なっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各３７件、１４８，７６８．００㎡のうち、貸し手は全て公 

社になっております。 

         町外の借り手は、０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内各地区分は、表のと 

        おりとなっております。 

         今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が３４件含まれておりま 

す。 

 議案第１号及び第２号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

会  長  ただ今、説明のありました議案第１号及び議案第２号の議案につきまして、審議 

したいと思います。 

 ご意見及びご異議はありませんか。 

 

   会  長  借り手の○○○○○○○○○○○さんについて、ほとんどが公社契約だが、一部だ 

け相対契約となっているのは、なぜか。 

 

   事 務 局  相対契約の２件については、仲間田で貸し手の○○ ○○さんが農業をしておられ

ましたが、しばらく○○○○○○○○○○○さんに任せることになり、今回、利用権

設定をすることになりました。 

貸し手の○○ ○○さんには、利用権設定の制度改正等を説明いたしましたが、い

ずれ農業を再開したいという思いがあり、今回は、相対契約としたいとの要望があり、

相対契約となったものであります。 

 

   会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。 



 

（意見なし） 

 

   会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…３月４日（火）１６：００～ 

 

   会  長  その他に意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして２月の農業委員会定例 

会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後３時２０分に閉会する。 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 

 

 

 令和７年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


